
 

 

 

 

 

令和 ３年１２月３０日 

各 位 

瀬戸信用金庫 

 

「地域ＥＳＧ融資促進利子補給事業」の指定金融機関採択について 

 

瀬戸信用金庫（本店：瀬戸市、理事長：成田順一）は、地域循環共生圏の創出に資するＥＳＧ

融資を行う金融機関として、一般社団法人環境パートナーシップ会議（※）より「地域ＥＳＧ融

資促進利子補給事業」の指定金融機関として採択されましたので、地元の中小企業ならびに個人

事業主の皆さまに下記のとおりお知らせします。 

弊金庫は本制度の採択を受けることで、持続可能な地域社会の形成に資する事業への金融サー

ビス提供を通じ、地域経済の発展に貢献してまいります。 

 

記 

 

年２回

最大1.0％

名　　　称

利子補給率

利子補給期間

ESG融資目標 令和7年度までに300件

融資開始から最大３年

事業者が実施するＣＯ２削減効果の高い再生エネルギー、省エネルギーの設備投資

に対して、指定金融機関が一定の要件を満たした融資を行う場合、国が利子補給金

を補助します。

事業　内容

交付対象融資額 １件あたり融資上限額１０億円

利子補給金支払

地域ＥＳＧ融資促進利子補給事業（ＥＳＧ融資目標設定型）

 

（※）一般社団法人環境パートナーシップ会議：環境省より本事業を受託し、運営を行う事業者です。 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ先】 

営業支援部 営業企画グループ 

ＴＥＬ：０５６１－８６－０２１５ 


